
厚生労働部会次第

【議題】
1、 新型インフルエンザ対策について

2、 その他

一、開会・進行 加 藤 勝 信 部会長

平成21年 10月 23日 (金 )

10時 党本部 702号室

一、新型インフルエンザ対策について

(説明) 厚生労働省

(質疑・応答 )

一、閉会



新型インフルエンザ対策について

厚生労働省

平成21年 10月 23日
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【特徴】

基礎疾患(糖尿病、ぜん息等)を有する者、妊婦、小児等で重症化のおそれ
(注 :季節性インフルエンザでは高齢者が重症化のおそれ)

【流行の状況】

新型インフルエンザは、本格的な流行期入り
。               9/14-9/20      9/21-9/27    9/28-10/4     10/5-10/11

インフルエンザ定点医療機関当たり平均報告数    4.95 →  4.25  →  6.40  →  12.92
(上記から推計された全国の受診患者数:  約27万人    約24万人    約33万人    約64万人)※ 1

(  同時期に報告のあらた入院患者数:   235人      220人      277人      407 )※ 2

今後、冬にむけて、流行が急速に拡大していくおそれ

※1国立感染症研究所情報センター発表
※2厚生労働省「インフルエンザ入院サーベイランス」

データ10ノ15時点

○ 基礎疾患を有する者等の重症化しやすい者を守り、死亡者や重症者の
発生をできるだけ抑制する            _____… ……一患者数の急激で大規模な増加を抑制・緩和

患者数の急激で大規模な増加をできるだけ
抑制し、社会活動の停滞や医療提供体制へ

の影響を低減

医療機関の負担を可能な限り減らし、重症

対 策 の 基 本 的 考 え 方
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患者に対する適切な医療を確保
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定点あたりの

患者数増加

ICU入室となる重症患者数増加

入院が必要と診断される患者数増加

通常の外来時間における患者数増加

救急外来の患者数が増加

市民からの問い合わせが増加

ICU稼働状況を把握する

情報ネットワークを構築 【沖縄】

重症度別の入院医療機関のトリアージ
を実施 【沖縄】

ファクシミリ処方せんの開始 【沖縄・北海道】
かかりつけ医への受診を呼びかけ 【東京・愛知】

休日当番医療機関数を増加 【北海道・沖縄】
診療所の医師が救急医療機関の診療支援 【沖縄】

看護協会からのボランティアにより、基幹病院に
おける時間外相談を支援 【沖縄】

'1,11111:::11
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以下の対策を組み合わせて、総合的に対策を実施

ゆ学校、施設等における感染防止対策の徹底、院内感染の防止 等

ゆ 重症化防止を最優先とする医療体制の整備 (病床の確保、診療体制の充実等)

ゆ 重症化の防止を目的に、必要量を確保し、ワクチン接種を順次実施

(10月 中旬～)

ゆ 重症患者、死亡者の把握並びにウイルス性状の変化の探知に重点を置いて

実施

ゅ 全国民対象に感染予防のための基本メッセージ(手洗い、うがいの励行、咳エチ

ケット等)を伝達基礎疾患等をお持ちの方々への注意喚起を継続    5



ワクチン接種について



○季節性インフルエンザと類似した点が多い。

①感染‐力は強いが、多くの感染者は軽症のまま回復

○しかしながら、

①基礎疾患(糖尿病、ぜん息等)を有する者、妊婦等
|■まt重1症化する可1能性が高しヽ ■‐|‐ ■■■■■|■

②l国1民の大多数に免疫がなく、感染が拡大する● |

おそれが大きい
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優

先
接
種

対
象
者

①インフルエンザ患者の診療に直接従事する
医療従事者(救急隊員含む。)

約100万人

②
妊婦 約100万人

基礎疾患を有する者 約900万人

③l歳～小学校3年生に相当する年齢の小児 約1,000万人

④・1歳未満の小児の保護者
口優先接種対象者のうち、身体上の理由により
予防接種が受けられない者の保護者等

約200万人

そ

の
他

小学校 4、～6年生、中学生、高校生に相当する年齢の者 約1,000万人

高齢者 (65歳以上)(基礎疾患を有する者を除く) 約2,100万人

上記以外の者に対する接種については、上記の者への接種状況
等を踏まえ、対応。                     9



0年度内に、国内産ワクチン・輸入ワクチンあわせて、
約7700万人分程度 (2回接種の場合)確保見込み。

※輸入ワクチンの確保のため、必要な立法措置を速やかに講じる。
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※ 地域によつて、若干異なる可能性がある。

接
種
ス
ケ

基礎疾患 (最優先)

ジ
ュ
ー
ル

10月   : 11月 12月

ン



ワクチンの確保
接種の優先順位の設定
医療機関との契約締結

優先接種対象者等

ワクチン購入

原則、予約により
接種を実施

医療機関等
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○費用負担については、実費を徴収。

接種費用 :合計 6150円
●■|||■ ‐ ‐■1回 目 360.0円

2回 目 2550円 (※ )

■■■■■‐■※11回■と異なる医:療機‐関で接種する場合は3600円■|=
|■■|■‐|‐ |● (基本的な健康状態等の確認が必要なため)

○所得の少ない世帯の負担軽減
・・国としては、市町村民税非課税世帯 (人口の約3割 )

を軽減できる財源を措置
口市町村は、これを踏まえ軽減措置の内容を今後決定

吟 具体的内容については、今後、市町村において、
決められる予定。 13



0インフルエンザワクチンには、限界がある。
一重症化、死亡の防止について、一定の効果が期待

―感染防止、流行の阻止の効果は、保証されていない

○稀ではあるが重篤な副作用も起こりうる。

・国内産ワクチン

ー安全性は、季節性インフルエンザワクチンと同程度と考えられる

・輸入ワクチン
ー国内産ワクチンと、製造法、成分、接種方法等が違い、
有効性目安全性が異なる可能性がある。

・副反応を迅速に把握し、当該情報を専門家により、
評価する仕組みを構築し、速やかに対応。

二予防接種法に準じた救済制度の創設を予定 (法案): 14



医療体制の確保
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《課題》

1.重症患者数の増加に対応できる病床等の確保

2.重症患者の救命を最優先とする診療体制の充実

3.基礎疾患を有する者等の感染防止対策の強化

○ 罹患率や重症化率等を内容とする「新型インフルエンザの流行

シナリオ」の提供や、医療提供体制の確保口取扱に関する情報提

供を行い、都道府県の対応を支援

○ 都道府県、関係団体等に対し具体的な取り組みを要請
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①医療機関に新型インフルエンザの院内感染対策に関する情報提供
※全ての医療機関に推奨する感染対策について、ホームページ上で公開、都道府県へ通達

<外来部門>
1.全ての医療従事者が標準予防策に加えて飛沫予防策を実施する
2.発熱患者とその他の患者の動線を分ける
3.ハイリスク者へは長期処方をすることによりその受診を回避する
4.ファクシミリ等による処方せんの送付について検討する

<入院部門>
1.発熱患者とその他の患者の病床エリアを分ける
2.ハイリスク者の診療を担当する医療従事者はサージカルマスクを着用する
3.ハイリスク者の待機的入院を控える
4.ハイリスク者が入院する病棟への不要不急の見舞いを制限する

②医療機関に対する施設整備や物資の補助

・一般の外来部門とは分離した感染症専門の外来部門施設の設置
・パーティション設置による空間的分離
・個人防護具の設備整備
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医薬品・医用品の確保
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インフルエンザ関連医療資材 今シーズン供給計画 1現在|お1対1患1扶1続

抗インフルエンザウイルス薬

(通常流通用 )

●| タミフル (中外製薬社 )

(行政備蓄 )

|| タミフル |

|| リレンザ

リレンザ(グラクソスミスクライーシ社)

‐  ‐ ■ 約11400万 1人分

<8月 末時点の在庫、約200万人分を含む>

約11350万 1人分

<8月 末時点の在庫、約80万人分を含む>

・メーカァに対し、今シーズンの生産量(現在のところ1200方人分を予
1定

)の t出 荷計画
の前倒しを要請しているところ。

・メーカ■!1対し、今シーズンの輸入量(現在のところ1270万人分を予定)の、出荷計画
の前倒しを要請しているところ:|   |■■||   ‐|■■ |  | || :■■‐

・行政備蓄用抗インフルエンザウイルス薬の備蓄量    約1 4,700万 メ、分

(内 訳 ) タミフル  約4,23o万人分

* 通常流通分の在庫状況を踏まえて、行政備蓄用抗イン          
リレンザ| ‐約012万人分

′フルエンザウイルス薬を迅速に供給する。  ||

9月 末時点の備蓄量

|■ ‐国備蓄

| ‐
都道1府1県備蓄

9月 末時点の備蓄量

‐国備蓄

都道府県備蓄

|||

約21600万人分
約11550方 人分

約268万人分
‐約244万人分

| |||

曇墨量■|

|ヽ|1押|
:■ |■ ||■ ||■ ■ ■ ■ ‐

‐

111■ ■  ヽ| |||■ ||‐ |'‐  |.

IIII I  ‐  ‐■‐■

:111111   1■ ||||||■ ||

11:1謝明1亀』ふ 吻7]轟趾ξ趙 蝙」
鳳轟義:?‐||||,|||||||,■■||||111■ 1111111111

1請→

`嘉

ス
9月 159万回分

10月 157万回分

11lH21年||

=1翼
鋼翁

■ ‐498万回分
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今シーズン供給計画インフルエンザ関連医療資材 現在の対応状況

:マスク

■|■サ■ジカ,レマスク■
■■|(T般向け不織布を含む)

(111Ⅲ.

濃

|||

約 27,000万 1次

(9月 以降の月産数)

‐ 約 1,600万本
|(500ml換算)

(9月 ～4月 生産予定分 )

|||

・各メーカーとも4月 末以降増産を行つており、9月 以降においてもt月 産生産数
は2.7億枚を生産供給することとしている。       |■ ■ || ||‐ |

(医療機関向け 7000万枚/月 、 薬局・薬店向け 約20000芳 1萩ン月,|‐

・各メーカーとも新型インフルエンザの国内発生以降増産を行うて|おりtO月 ||||
以降の供給量としては前年(500ml換算約400万本分)の 4倍

―
の生産を行う.■

|

予定としている。                 |■ ||||| ‐||‐
・消毒薬の容器等の部材には、輸入に依存している部品がありo各メ■力

=そ
|よ
‐

部材の確保を進めているところ。、部材等の入荷後は直ちに製品イビのうえ1出荷
している。                            ■|■■■ |■ 1.■||■

1■ ■ ■ ||■ |■ ‐||■ ■ 1111■ |■ ||

馳たな課喜Ift9精FttTT彎111イ

=ず

―零

'Tl

・厚生労働省として、今後さらなる整備を推進

中査
　
　
・

一
一
　

　

一　
・調
一　
■
一

一韓
●
●

医療機関が保有してい.る 台数  |

基機葛基姦高|11‐年11‐11
: ‐ ‐ 1611316台

※鹿児島県については調査中 ‐

この他、H20年度補正で,  ‐

H20年度 666台整備

H21年度 7o4台整備

(合計 1,370台 整備)

1年 9月 1日 ～ 4
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サーベイランス/広報
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厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種による健康被害の迅速な救済を図るとともに、
必要な海外生産分の輸入を行うため副作用被害等に関する企業への国の損失補償を行うために、
新たな立法措置を講ずる。

1.健康被害が生じた場合の救済措置の整備

○ 厚生労働大臣は、新型インフルエンザ予防接種において、当該予防接種を受けた者について、
健康被害が生じた場合の救済措置を講ずること。

○ 給付の額等については、予防接種法の二類疾病の定期接種に係る給付に関する措置 (医薬品
医療機器総合機構法に基づく副作用救済給付と同様)を踏まえたものとすること。

○ 特例承認を受けた新型インフルエンザワクチンの製造販売業者を相手方として、ワクチン使用
により生じた健康被害に係る損害を賠償すること等により当該製造販売業者に生じた損失等につ
いては、政府が補償することを約する契約を締結することができること。

3.施行期日

公布の日から施行すること。ただし、健康被害の救済措置に係る規定は、施行日前に新型インフル
エンザ予防接種を受けた者にも適用すること。

4.検討規定

政府は、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種の実施状況、新型インフルエンザ予防
接種の有効性及び安全性に関する調査研究の結果等を勘案し、将来発生が見込まれる新型インフ
ルエンザ等感染症に係る予防接種の在り方、当該予防接種に係る健康被害の救済措置の在り方等
について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。

2.輸入企業との契約内容への対応 (副作用被害等に関する企業への国の損失補償)



害救済     

等

被害救済のi

健康被害の原因

費用負担 給付金額例
適正目的・適正使用

不適正使用
(接種行為等の過誤)

予防接種法 定期接種
臨時接種

○ ○ 国1/2、 都道府県1/4、 市町村1/4

【定期1類並びに臨時の1類及び2

順の場合】
障害年金 :

(自F客買/1'897,200円!級障害者)

厖亡一時金:   42,800,000円

【定期2類の場合】
障害年金 :

(年額/1'720,400円1級障害者)

置族年金 :

量族一時金

2,378,400円

(年額 )

7,135,200円

独立行政法

人医薬品医

療機器総合

機構法

菓事法によそ

承認医薬品
○

【製造販売業者からの拠出金】
・一般拠出金 :製造販売業者か
ら出荷額の一定割合を徴収

・付加拠出金 :給付原因となつた
製造販売業者から給付現価C
一定割合を徴収

章害年金 :     2,720,400円
(年額/1級障害者 )

置族年金 :     2,378,400円
(年額 )

置族一時金 :    7,135,200円

※

　

※

1類疾病 :ゾフテリアロ百日せき・急性灰白髄炎・麻しん・風しん0日 本脳炎・破傷風・結核

2類疾病 :高齢者等のインフルエンザ



厚生労働省関係の施策の状況

平成 21年 10月 15日 に提出した「マニフェス ト (「 三党連立政権合意書」

を含む)を踏まえた平成 22年概算要求」を基に整理すると、以下のとおり。

I 概算要求に「主な新規要求事項」として所要額を盛 り込んだ施策

1.子ども手当の創設等 21.279イ 責円

・ 中学校修了までの子ども 1人当たり月額 1万 3000円 の子ども手当を

支給する (10月 /12月 分を計上。22,554億 円)

また、児童手当制度の廃上に伴い、同手当の国庫負担 (2,066億 円)

を削減するとともに、事務費を一般会計で要求。

なお、児童育成事業に相当する事業についても、一般会計に振り替えた

上で事業要求

※ 事業主負担や地方公共団体の負担、児童育成事業など制度のあり方や

経費の取り扱いについては、予算編成過程において検討する。

2.年金記録問題への対応 1,779億 円
・ コンピュータ記録と紙台帳の全件照合など年金記録問題への対応を「国

家プロジェク ト」と位置づけ、平成 22・ 23年度の 2年間に集中的に実

施する。

旦.雇用保険制度の見直し 2,681億 円

① 雇用保険の適用範囲の見直し             234億 円
・ 非正規労働者に雇用保険の適用範囲を拡大することに伴い増加する失

業等給付に係る国庫負担。

② 国庫負担を法律の本則25%に戻す 2,407億 円
口 現在、給付費の 13.75%と されている雇用保険の国庫負担につい

て、本来の負担割合である25%に戻す。

③ 非自発的失業者の医療保険料の軽減 40億円
口 国民健康保険に加入する非自発的失業者の医療保険料 (税)について、

失業後の一定期間、在職中の医療保険料水準と同程度となるよう軽減する。



Ⅱ 事項要求とした施策

①生活保護の母子加算の復活、児童扶養手当の父子家庭への支給
②保育所待機児童等の解消
③診療報酬改定

④高齢者医療制度の保険料の上昇を抑制する措置等
⑤新型インフルエンザヘの万全の対応
⑥がん対策の拡充
⑦肝炎対策の拡充
③障害者自立支援法廃止に関して利用者負担を軽減
⑨緊急雇用対策

Ⅲ その他の施策

出産育児一時金の引上げ

年金保険料流用禁止、一元的で公平な制度、受給者の税負担軽減、歳入庁創設
後期高齢者医療制度の廃止、質の高い医療サービスの提供
被爆者の援護

介護労働者の賃金引上げ

食の安全 口安心を確保

求職者支援制度の創設

製造業務派遣、登録型派遣の在 り方等についての検討
最低賃金の引上げ

ワークライフバランスと均等待遇の実現             等



平成21年 10月 23日

社会保険庁

紙全帳等 とコンピュT夕 記録との突合せ (22年度概算要求 )

1 事業概要

8.5億件の紙台帳等につぃて、年金情報総合管理・照合システム (電子画像検索シ

ステム)を活用して、個人単位でのコンピュータ記録との突合せを2年間で集中的に取

り組む。

2 年次計画                  ｀

22年度からの4ヶ年計画 (最初の2年間で集中的に取り組む)。

3 概算要求額 (22年 度分 )

789億 円    ‐

[内訳 ]

(1)突合せ作業の実施に係る経費 145億円

(2)23年度に作業体制を拡大するための端末装置 (WM)やサーバー、オンライ
ンシステムのメインフレーム (CPU等 )の増強  643億 円

※ 1 22年 度は、年度後半から約 8.5億件の0.5割程度を総計約 7千人体制の人員で実施。

※2 23年 度は、約 8.5億件の約 6.5割程度を総計約 5万人程度の人員で実施。

※3 年金情報総合管理・照合システム (電子画像検索システム)は、 20年度、21年度の予算で

整備。


